
令和７年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ
令和７年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ

■問合せ　竜ケ崎税務署　☎０２９７－６６－１３０３

スマホ・パソコンで確定申告をスマホ・パソコンで確定申告を

確
定
申
告
！

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します

２２２４４４時時 　救急電話相救急電話相談談☎☎２４時間　救急電話相談☎２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９
子ども ♯８０００
おとな ♯７１１９迷ったら！

▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。
▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。

　２月の　
乳幼児健診

２月９日（月）２月９日（月）

２月１６日（月）２月１６日（月）

■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

１日
（日）
８日
（日）
１１日
（水）

あみ泌尿器科クリニック

市川ファミリークリニック

いなしきクリニック

☎０２９‐８４２‐２２００

☎０２９‐８４３‐３３０１

☎０２９‐８９２‐３３７２

１１日
（日）
１２日
（月）
１８日
（日）

阿見第一クリニック

あみ小林クリニック

阿見ぎぼクリニック

☎０２９‐８８７‐３５１１

☎０２９‐８８８‐２２００

☎０２９‐８８８‐８８００

２５日
（日） あ み 東 ク リ ニ ッ ク ☎０２９‐８８９‐８８７０

休 日 当 番 医 診療時間：午前９時～午後４時
※都合により当番医を変更することがあります。

２
月

１
月

１歳６か月児

２歳児歯科

２０歳　　　　　“国民年金”２０歳　　　　　“国民年金”２０歳　　　　　“国民年金”になったらになったら

国民年金の相談・手続きについて詳しくは、日本年金機構のホームページを
ご覧いただくか、役場国保年金課または年金事務所までお問い合わせください。
■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６、土浦年金事務所☎０２９－８２５－１１７０

国民年金は、老後や、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いてい
る世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金は、２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務づけられています。２０歳になった方には、日
本年金機構から国民年金加入のお知らせが送付されますのでご確認ください。

保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取
ることができない場合があります。
そのような状態を防ぐため、保険料を「免除」または「猶予」する制度があります。

老後だけではなく現役世代の
保障も充実しています。

万が一の障害や遺族も保障
基礎年金の半分は国（税金）
から支払われています。

基礎年金の半分は国（税金）が負担！

「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の保障です。

老後を支える終身保障！
納めた保険料の全額が所得から控除されます。

保険料が控除！

保険料を納めることが難しいときは？

前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

大学、大学院、短大、高等学校、専修学校等、学校教育法で規定されている修業年限が
１年以上の課程に在籍している方。対象者

学生の場合・・・学生納付特例制度学生の場合・・・学生納付特例制度

本人・世帯主・配偶者の前年度所得が基準以下の方を対象とした、国民年金保険料の納付が免除もしく
は猶予される制度です。

学生ではない場合・・・免除・納付猶予制度学生ではない場合・・・免除・納付猶予制度

11 広報みほ　令和８年１月号広報みほ　令和８年１月号広報みほ　令和８年１月号


